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R&Dは”Research（研究）and Development（開発）”の略称で、「研究開発」のことを言います。企

業が新しい技術や製品を開発し、自社の生産性や競争力を高めるために行う活動を指します。研究開発費

は、企業が将来の成長にどれだけ投資しているかを示す重要な指標です。

「新経済大国日本」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。当ファンドは2000年2月25日に設定し、こ

のたび25周年を迎えました。皆様の多大なるご支援・ご愛顧に改めて厚く御礼申し上げます。本レターで

は、当ファンドの今後の運用方針についてお知らせいたします。

なお、本日付のプレスリリースでご案内の通り、当ファンドに関連して、当社における収益の一部を東

北大学のナノテラス関連基金に寄付をするスキームを新設いたします。大学の研究機関は、日本の経済成

長において重要な要素となる「技術力の源泉」ともいわれております。寄付の詳細は、当社HPに掲載のプ

レスリリースをご覧ください。

引き続き「新経済大国日本」をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

新経済大国日本

設定25周年のお知らせ
～今後の運用方針について～

2025年2月25日

  お伝えしたいポイント

✓ 当ファンドは、研究開発投資等に着目した運用を行います

✓ 研究開発は「技術力の源泉」として企業の持続的成長を支え、将来的な収益増加に寄与

✓ 研究開発投資は政府の政策支援もあり、日本の成長をけん引する重要なドライバーに

新経済大国日本
追加型投信／国内／株式

当ファンドでは、グローバルな大競争時代を勝ち抜き、経済大国日本（技術立国日本等）の復活への推

進力となることが期待される企業への投資を行います。長期的には株価は企業価値を正しく反映するとの

哲学に基づき、企業の持続的な成長を支える研究開発投資等に着目をし、長期的な企業価値向上が期待さ

れる企業への投資を行う方針です。以下、研究開発の魅力についてご説明します。

研究開発（R&D）とは？
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多くの研究やデータが、研究開発投資が企業価値創造や株式パフォーマンスにプラスの影響を与えるこ

とを示しています。例えば、以下グラフのとおり、研究開発費を増加させ続けている企業から構成され

るBloomberg R&Dリーダーセレクト指数（以下、R&Dリーダー指数）は、S&P500指数を長期でアウト

パフォームしています。

日本においても、研究開発投資を継続的に増やし、売上が拡大している企業の株式パフォーマンスは良

好な傾向があります。研究開発に積極的な企業は、自社の成長に再投資することで株主に価値を還元す

ることを目指しているといえます。

研究開発に積極的な企業は、研究開発を通じて技術力と市場での競争力を強化しています。新しい技術

や製品の開発は他社との差別化を図るための重要な要素であり、企業の成長エンジンとなり得ます。また、

高い研究開発費は将来的な収益増加の可能性を示唆します。

政府の政策支援の後押し

研究開発に積極的な企業の投資魅力

経済産業省が発表した「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス」や「伊藤レポート2.0」でも、

研究開発投資が企業の長期的な経営戦略において重要な要素として挙げられています。政府の政策支援

も相まって、日本の研究開発投資は今後も継続的に増加する見込みであり、日本経済の成長をけん引す

る重要なドライバーとなることが期待されます。

研究開発に積極的な企業は良好なパフォーマンス

R&Dリーダー指数※とS&P500指数のパフォーマンス比較
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（出所）ブルームバーグ※ 期間：2015年1月末～2025年1月末
※ 2015年1月末を100として指数化、配当込、ドルベース

※ R&Dリーダー指数：過去3年連続でR&D費が増加、R&D費の売上高比率が高いトップ50社で構成
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※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

ファンドの目的・特色

ファンドの目的
・わが国の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色
・わが国の株式の中から、グローバルな大競争時代を勝ち抜き、経済大国日本復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資しま

す。
・毎年 2 月 24 日および 8 月 24 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

投資リスク

●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているもので
はなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは
異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
株価の変動
（価格変動リスク・信用リスク）

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。
発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあり
ます。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本
を割込むことがあります。

その他 解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市
場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価
額が下落する要因となります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点
●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
●当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変

した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまう
リスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金
のお支払いが遅延する可能性があります。
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※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

ファンドの費用

信託約款新旧対照表（変更適用日：2025 年 5 月 17 日）

① 投資態度の変更

変更後 現行
グローバルな大競争時代を勝ち抜き、経済
大国日本（技術立国日本等）の復活への推
進力となることが期待される企業の株式を
中心に投資します。

グローバルな大競争時代を勝ち抜き、経済
大国日本復活への推進力となることが期待
される企業の株式を中心に投資します。

② 信託財産留保額の撤廃

変更後 現行

なし 0.3%

※約款記載事項ではありませんが、新たに愛称として「テック・スラッガー」を使用します。
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※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

お申込みメモ

購入単位 最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位
購入価額 購入申込受付日の基準価額（1 万口当たり）
購入代金 販売会社が定める期日までにお支払い下さい。
換金単位 1 口単位または 1 万口単位として販売会社が定める単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額（1 万口当たり）
換金代金 原則として換金申込受付日から起算して 4 営業日目からお支払いします。
申込締切時間 原則として、午後 3 時 30 分まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）

なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込には制限があります。
購入・換金申込受付
の中止および取消し

金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込みの受付けを中止
することがあります。

繰上償還 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約
を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。
・受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合
・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき

収益分配 年 2 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
（注）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコ
ースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。

課税関係 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除の適用があります。益金不算入制度の適用はあり
ません。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に NISA（少額投資非課税制度）の適用対
象となります。
当ファンドは、NISA の対象ではありません。
※税法が改正された場合等には変更される場合があります。
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Material Collection
段落番号・箇条書き テキストボックス

Material Collection
表・グラフ・画像用素材

ディスクレーマー テキストボックス

出所 テキストボックス

表 サンプル

小見出し テキストボックス

図・グラフエリア
コンテンツエリア

0.6 0.68.8 8.87.07.0

あいさつ文用テキストボックス（上余白0.7）

12.7

11.4

当資料のお取扱いにおけるご注意
n当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会
社が作成したものです。

n当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」
の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

n投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、
投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に
帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

n投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
せん。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。

n当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するも
のではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するもの
ではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許
諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投
資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されること
があります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものでは
ありません。

n当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業
の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証する
ものではありません。

n分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するも
のではありません。分配金が支払われない場合もあります。

（出所）テキストテキスト

（出所）テキストテキスト

※ディスクレーマーテキストテキスト

※ディスクレーマーテキストテキスト

（ 20YY年MM月DD日～ 20YY年MM月DD日）

（ 20YY年MM月DD日～ 20YY年MM月DD日）

表・グラフタイトルテキスト

表・グラフタイトルテキスト

表・グラフタイトルテキスト

（出所）テキストテキスト
※ディスクレーマーテキストテキスト

（ 20YY年MM月DD日～ 20YY年MM月DD日）

項目名 項目名

テキストテキスト テキストテキスト
テキスト

テキストテキスト
テキスト

テキストテキスト テキストテキスト テキストテキスト

テキストテキスト テキストテキスト テキストテキスト

項目名 項目名 項目名

テキストテキスト テキストテキストテキスト テキストテキストテキスト

テキストテキスト テキストテキスト テキストテキスト

項目名 項目名

テキストテキスト テキストテキスト
テキスト

テキストテキスト
テキスト

テキストテキスト テキストテキスト テキストテキスト

テキストテキスト テキストテキスト テキストテキスト

項目名 項目名 項目名

テキストテキスト テキストテキストテキスト テキストテキストテキスト

テキストテキスト テキストテキスト テキストテキスト

小見出しテキストテキスト

※ディスクレーマーテキストテキスト

（出所）テキストテキスト

1. 箇条書きテキストテキスト

2. 箇条書きテキストテキスト　…

• 箇条書きテキストテキスト

• 箇条書きテキストテキスト　…

URL https://www.daiwa-am.co.jp/
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取扱い販売会社

日本証券業
協会

一般社団法人
金融先物
取引業協会

一般社団法人
日本投資
顧問業協会

一般社団法人
第二種金融商
品取引業協会

株式会社イオン銀行
(委託金融商品取引業者
マネックス証券株式会社)

登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号 ○

株式会社ＳＢＩ新生銀行
(委託金融商品取引業者
株式会社ＳＢＩ証券)

登録金融機関 関東財務局長(登金)第10号 ○ ○

株式会社ＳＢＩ新生銀行
(委託金融商品取引業者
マネックス証券株式会社)

登録金融機関 関東財務局長(登金)第10号 ○ ○

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号 ○ ○ ○

アーク証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1号 ○

アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号 ○ ○ ○

あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号 ○ ○ ○

安藤証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第1号 ○

岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号 ○ ○ ○

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号 ○ ○ ○ ○

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号 ○ ○ ○

ＦＦＧ証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第5号 ○ ○

岡地証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第5号 ○ ○

岡安証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第8号 ○

木村証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第6号 ○

共和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第64号 ○ ○

極東証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第65号 ○ ○

光世証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第14号 ○

國府証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第70号 ○

寿証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第7号 ○

三縁証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第22号 ○

静岡東海証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第8号 ○

島大証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第6号 ○

十六ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第188号 ○

荘内証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長(金商)第1号 ○

第四北越証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第128号 ○

大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号 ○ ○ ○ ○

立花証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第110号 ○ ○

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号 ○ ○ ○ ○

東武証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第120号 ○

とちぎんＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第32号 ○

内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第24号 ○ ○

南都まほろば証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第25号 ○

西村証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 ○

日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第131号 ○ ○ ○

浜銀ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号 ○

ばんせい証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第148号 ○

播陽証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第29号 ○

ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第20号 ○

広田証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第33号 ○

二浪証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長(金商)第6号 ○

北洋証券株式会社 金融商品取引業者 北海道財務局長(金商)第1号 ○

益茂証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第12号 ○

2025年1月31日　現在

販売会社名　(業態別、50音順)
(金融商品取引業者名)

登録番号

加入協会

新経済大国日本

上記の販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によって、新規のご購入の取扱いを行っていない場合や、お申込み
方法・条件等が異なります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
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新経済大国日本

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号 ○ ○

松阪証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第19号 ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号 ○ ○ ○ ○

丸三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第167号 ○

三津井証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第14号 ○

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号 ○ ○ ○ ○

水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第181号 ○ ○

むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105号 ○ ○

明和證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第185号 ○

豊証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第21号 ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号 ○ ○ ○ ○

リーディング証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第78号 ○

リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第199号 ○

上記の販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によって、新規のご購入の取扱いを行っていない場合や、お申込み
方法・条件等が異なります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
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